
令和３年第13回北上市教育委員会定例会 

 

１ 日  時  令和３年11月17日（水）午前10時 

 

２ 場  所  北上市役所本庁舎 ５階第１会議室 

 

３ 議事日程  別紙 

 

４ 会議に出席した委員 

平野 憲 

照井 渉 

佐藤 和美 

髙橋 隆紀 

照井 睦子 

 

５ 説明のため出席した職員 

(1) 教育部 

教育部長         斎藤 昌彦 

総務課長         高橋 博信 

学校教育課長       髙橋 秀和 

文化財課長        小田嶋 知世 

学校給食センター所長   菊池 恵理子 

中央図書館長       児玉 康宏 

博物館長         杉本 良 

鬼の館館長        小田島 孝 

(2) まちづくり部 

まちづくり部長      小原 学 

生涯学習文化課長     及川 勝彦 

スポーツ推進課長     小田嶋 和広 

(3) 健康こども部 

健康こども部長      高橋 昌弘 

子育て支援課長      小原 昌江 

  



６ 議事の大要 

教育長の事務報告後、議事が行なわれ、付議された次の協議１件が原案のとおり

承認された。 

 

協議第19号 令和４年度以降の「北上市成人式」開催方針について 

 

 

以下、会議の概要は次のとおり。 

  



（開会 午前10時） 

教育長 それでは、ただいまから令和３年第13回北上市教育委員会定例

会を開催いたします。 

ただいまの出席者は５人であります。 

定足数に達しておりますので、会議は成立いたしております。 

 

日程第１ 会期の決定を行います。 

 

今定例会の会期は、本日１日としたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

 

（「無し」との発言あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたし

ました。 

 

 次に、日程第２ 報告「１ 教育長事務報告」に入ります。 

資料は、定例会日程の次にあります、教育長事務報告をご覧く

ださい。 

 

（別紙教育長事務報告により説明） 

 

ただいまの報告について、ご質問がございましたらば、お願い

します。 

 

教育長 （「無し」との発言あり） 

 

それでは、日程第３ 議事に入ります。 

 

協議第19号『令和４年度以降の「北上市成人式」開催方針につ

いて』を議題といたします。 

議案の朗読を省略して直ちに提案理由の説明を求めます。生涯

学習文化課長 

 

生涯学習文化課長 ただいま上程になりました協議第19号令和４年度以降の「北上

市成人式」開催方針について、協議理由を申し上げます｡ 



成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が令和４年４月

１日に施行されることを受け、令和４年度以降の成人式の開催方

針を定めようとするものです。 

18歳の新成人を対象とした「成人式」ではなく、当該年度に20

歳になる者を対象に、若者たちが社会や地域の担い手としての自

覚を高めるとともに、若者への期待と応援をする場としてイベン

トを開催することとしようとするものです。 

よろしく御協議賜りますようお願い申し上げます。 

 

教育長 ただいま提案されました議案第29号について、ご質問等があり

ましたらお願いします。 

 

補足の説明はありますか。 

 

生涯学習文化課長 開催の目的は、高校卒業後に大学生や社会人等としてそれぞれ

経験を積んだ対象者が再会する機会を作り、北上市の魅力を発信

し、地域への誇りや愛着心を再確認して貰い、地域で活躍する人

材の育成や定着のきっかけとするとともに、現在北上市で活躍し

ている人を応援するものとなります。 

方針案としては、「20歳のつどい」等に名称を変更し、中学校

や地区ごとに代表者が集まり、内容等を検討する実行委員会での

形態を想定しており、市としては、対象者が企画・運営する実行

委員会等の立ち上げを支援したいと考えております。なお、名称

自体については、実行委員会の希望により変更の可能性がありま

すので、ご確認ください。 

18歳の新成人への対応としては、成人の日に市長メッセージを

発出し、成人者への祝意を発信するとともに、民法改正の意義等

について周知・啓発することを検討しております。 

なお、今回の方針を検討するに当り、アンケートを集計してお

り、その結果としては、18歳では大学受験や就職活動等から参加

できないという意見や、20歳が集まる機会を設けて貰いたいとの

意見がありました。これらの結果を踏まえ、更には、全国的な傾

向を踏まえ、方針案を検討したものとなります。 

今後のスケジュールとしては、11月16日の市議会全員協会、本

日の教育委員会定例会を経て、11月25日の社会教育委員会議でも

方針を説明し、その後、12月３日の定例記者会見にて周知する予



定としております。 

なお、つどいの開催時期は、成人の日を予定しております。 

 

まちづくり部長 イベントを成人式という形態ではなく、20歳のつどいとして開

催しようとするものであります。 

また、決定は、関係団体への説明を踏まえ、市で判断する予定

としております。 

 

教育長 改めて、質問等ございますか。 

 

照井渉委員 実行委員会を立ち上げるとのことですが、毎年、人選はどのよ

うにお考えでしょうか。 

 

生涯学習文化課長 初めての実行委員会方式であり、地域から、中学生当時に生徒

会で活躍した生徒や、現在も地域活動していらっしゃる実践者の

推薦等を考えております。引き続き、各所からの意見を踏まえて

進めたいと考えております。 

 

照井渉委員 地元に残っているかどうかを市が把握することは難しいと思わ

れます。地域、学校との連携により選出を進めていただきたい。 

 

教育長 改めて、質問等ございますか。 

 

（「無し」との発言あり） 

 

それでは、協議第19号は、原案のとおり承認することに御異議

ございませんか。 

 

（「異議無し」との発言あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、協議第19号は、原案のとおり

承認することに決定いたしました。 

 

 これをもちまして、本日の会議を閉じさせていただきます。 

 

（閉会 午前10時25分） 


